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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹凸部を有する部材上に記録層を有する磁気記録媒体において、前記凹部及び前記凸部
上に前記記録層が設けられており、前記凸部上の記録層における残留磁化と保磁力が、前
記凹部上の記録層における残留磁化と保磁力より値が大きく、前記部材を基体としてバイ
アス電圧を印加して、酸化物材料を含む磁性材料をスパッタ成膜することにより、少なく
とも前記凸部上の記録層には、シリンダー状磁性粒子を有するグラニュラー構造が形成さ
れ、前記凹部上の記録層には磁性粒子の存在が判別できないアモルファス状の構造が形成
され、前記部材上の前記記録層の表面段差が平坦となっていることを特徴とする磁気記録
媒体。
【請求項２】
　前記凹部の深さＤは、５０ｎｍ以下、前記凹部の部材表面における幅Ｗｇは、１００ｎ
ｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の磁気記録媒体。
【請求項３】
　Ｗｇ＜２Ｄであることを特徴とする請求項２に記載の磁気記録媒体。
【請求項４】
　前記凸部の幅Ｗｔは、１０ｎｍ以上３００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項２又
は３に記載の磁気記録媒体。
【請求項５】
　前記凸部上の記録層の厚さは、３０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１～４のい
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ずれかに記載の磁気記録媒体。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の磁気記録媒体を用いた磁気記録再生装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の磁気記録再生装置を用いた情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気ディスク装置等の磁気記録再生装置に用いられる高密度記録可能な磁気
記録媒体及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、磁気記録媒体の記録密度向上が進んでおり、面内記録方式から垂直記録方式への
転換期が近づいている。面内記録方式は、磁気記録面に沿って磁界をかけるもので、記録
密度を高めると１ビットの磁区が小さくなり周囲の磁区と打ち消しあって磁力を失うため
密度を高めるには限界があった。垂直記録方式は、磁界をかける方向が記録面に対して垂
直であり、磁区を大きくとることができ減磁界の影響が少なく記録密度を高めることがで
きる。しかしながら、垂直磁気記録方式においても、さらなる高密度化に対して従来の一
様な記録層からなる場合には、記録ヘッドからの磁束が目的の記録トラックだけでなく、
その隣接するトラックまで広がることにより、隣接トラックの記録状態を乱してしまうこ
とが問題になっている。これは、記録を再生する際にこの乱れがサイド・クロストーク・
ノイズの原因となるからである。
【０００３】
　このため、多くの改善提案がなされており、記録トラックを磁気的に分離することが好
ましいということから、記録層を直接パターニングする提案が主である。例えば下記特許
文献１ではレジストやドライエッチングプロセスが不要であるとして、光、電子ビーム又
はイオンビームを記録層に照射して局所的に加熱し、記録層下にある拡散種層から記録層
への材料の拡散により磁化を減少させ、磁気的に記録トラックを分離することを可能にす
るという提案がなされている。
【特許文献１】特開２００３－３０８２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の記録層において記録トラックを磁気的に分離する手段において、直接ドライエッ
チングを行う場合にはもちろん、記録層を形成後に光などのアシスト源を用いて他材料と
の相互拡散を促進させ、磁化を減少させるなどの手法では、記録トラックとして用いたい
領域へのダメージが懸念される。そこで、記録層形成過程において磁気的な分離が可能で
ある手法が望まれている。
【０００５】
　そこで、本発明は、記録層へのダメージを少なくした、記録トラック間が磁気的に十分
分離された新規な磁気記録媒体及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の磁気記録媒体は、凹凸部を有する部材上に記録層を
有する磁気記録媒体において、前記凹部及び凸部上に前記記録層が設けられており、且つ
前記凸部上と前記凹部上の前記記録層の磁気特性が互いに異なることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明により、凹凸を有する部材上に磁気特性が互いに異なる記録層を形成することに
より、記録層へのダメージが少なく、かつ記録トラック間が磁気的に十分分離され、高密
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度化に適した記録層が形成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明の磁気記録媒体に関して図面を用いて詳細を説明する。
【０００９】
　[構造体について]
　図１は、本発明の構造体示す模式図である。
【００１０】
　同図において、まず、表面に凹凸部を有する部材１００上に記録層１０１を有している
ことを特徴としている。表面に凹凸部を有する部材１００の凹部は、凹部の深さ（Ｄ）１
０４と凹部の幅（Ｗｇ）１０５にてサイズを示すことが可能である。また、凸部の幅（Ｗ
ｔ）１０６が記録トラックの幅に対応するものである。さらに、凸部上の記録層１０２と
凹部上の記録層１０３の範囲は、表面に凹凸部を有する部材１００に対応した領域を示す
ものである。そして、本発明において凸部上の記録層１０２部分と凹部上の記録層１０３
部分の磁気特性が異なることが特徴であり、さらに凸部上の記録層１０２部分の残留磁化
と保磁力に対して、凹部上の記録層１０３部分の残留磁化と保磁力が小さいことが好まし
い。さらには、凹部上の記録層１０３部分の残留磁化が飽和磁化に対しての比において０
．２以下であることが好ましく、保磁力にあっては１kOe以下であることが好ましい。ま
た、凸部上の記録層１０２部分にあっては、残留磁化が飽和磁化に対しての比において０
．５以上であることが好ましく、保磁力にあっては２kOe以上であることが好ましい。
【００１１】
　図３は、本発明の記録層の構造を示す模式図である。（ａ）は、凹部上に設ける記録層
の例として、グラニュラー構造を有する場合を示した平面図、（ｃ）は（ａ）のＡＡ′断
面図、（ｂ）は、凹部上の記録層がアモルファス構造である平面図、（ｄ）は（ｂ）のＡ
Ａ′断面図である。
【００１２】
　上記特性の評価方法は、図１の状態にて測定することは困難であるため、図３に示すよ
うに凸部上の記録層１０２部分をなすグラニュラー構造３０２と同様の組織をもつ一様な
膜を準備して、残留磁化や保磁力を計測し、さらに凹部上の記録層１０３部分をなすグラ
ニュラー構造３０２乃至はアモルファス構造３０３と同様の組織をもつ一様な膜を準備し
て、残留磁化や保磁力を計測することで行うのが好ましい。なお、記録層の前記保持力や
残留磁化は、凹部上と凸部上で１．２倍以上、好ましくは２倍以上、更に好ましくは５倍
以上異なることが望ましい。また、両部分に渡って磁気パターンを記録し、凸部上の記録
層１０２部分にて明瞭な記録パターンを磁気力顕微鏡で観察でき、凹部上の記録層部分１
０３にて不明瞭な記録パターン又は記録パターンのない状況が観察されることにより評価
することも好ましい。この場合、定量性が損なわれるが、磁気記録の観点から双方の領域
においての優劣の差が示されることが重要である。
【００１３】
　また、記録層の形成の条件によっては、凹部の記録層１０３部分において凸部の記録層
１０２部分に見られるグラニュラー構造３０２における磁性粒子径３０１よりも磁性粒子
径３０１が小さいグラニュラー構造３０２を有する場合と、グラニュラー構造３０２とな
さず一様なアモルファス構造３０３を有する場合もあり得る。前者においては、超常磁性
効果が顕著に表れるサイズであることが好ましく、特に磁性粒子径３０１においては平均
値で４nm以下であることが好ましい。超常磁性とは、ナノ粒子が強磁性を持っている場合
でも、周囲の熱エネルギによって異なる粒子間では磁化の向きがバラバラになろうとし、
磁化を安定に保つことができなくなる性質である。グラニュラー構造３０２をとらず、ア
モルファス構造３０３となる場合には実質的に磁性粒子が観察できないサイズという意味
であり、構成元素が相分離しておらず一様とみなせる場合を指すものである。
【００１４】
　さらに、凸部の記録層１０２部分をなすグラニュラー構造３０２においては非磁性材料
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に囲われる磁性粒子は、表面に凹凸を有する部材１００の表面垂直方向３０４にシリンダ
ー高さ方向が平行なシリンダー構造を有していることを特徴とする。さらに、凹部の記録
層１０３部分をなすグラニュラー構造３０２（上述のアモルファスでない場合）において
はシリンダーの高さ方向が図３に示すように一様でなく、乱れていることが特徴である。
【００１５】
　なお、本発明において好適に用いられるグラニュラー構造を有する記録層について説明
した。勿論その他の構造を有する場合であっても、凹部直上及び凸部直上に設けられてい
る、構成成分としては同一の材料からなる磁気記録層が、互いに磁気特性が異なるものが
実現されるものであれば本発明に適用できる。
【００１６】
　さらに、本発明の表面に凹凸部を有する部材１００の凹部の形状に関して説明する。
【００１７】
　図２は、本発明における凹凸の形状に関する模式図である。
【００１８】
　まず、図２（ａ）から（ｄ）にかけて凹部の形状が四角、三角、半円、台形である場合
の模式図を示す。これらの形状は、表面に凹凸部を有する部材の構成している材料に対し
て形状を形成する手段等によりとり得る形であり、本発明にて重要であるのは凹部の深さ
（Ｄ）１０４と凹部の部材表面における幅（Ｗｇ）１０５であり、図２のそれぞれに定義
されるような状況であればよい。さらに、具体的なサイズとしては、凹部の深さ（Ｄ）１
０５が５０nm以下であり、さらに凹部の幅（Ｗｇ）が１００nm以下であることが好ましい
。さらに、Ｗｇ＜２Ｄを満たしていることが好ましい。このとき、凸部の幅(Ｗｔ)１０６
は、１０nm以上３００nm以下であることが好ましい。なお、上記ＤとＷｇの下限としては
、例えば数nm以上、具体的には２nm以上である。
【００１９】
　また、記録層１０１に厚さに関しては、凸部上の記録層１０２部分の厚みが３０nm以下
であることが好ましい。ただし、凹部上の記録層１０３部分の厚みに関しては、前記凹部
の深さを加味して、合計８０nm以下であることが好ましい。さらに、本発明においては表
面に凹凸部を有する部材に対して記録層を形成するのであるが、凹部における記録層のへ
こみが磁気ヘッドの浮上に差し支えない程度あってもかまわないが、成膜方法等により凹
部の深さ（Ｄ）１０４よりも十分小さなへこみに抑える、又は平坦にすることが可能であ
ることが特徴である。このことは、従来の記録層へのエッチング等のプロセスによる劣化
に関する懸念を解決するものである。本発明においては、凹凸部上に記録層を形成するが
、当該記録層の表面がほぼ平坦にする構成も好ましく、その為には凹部の深さを前記範囲
に抑えることが重要である。ここで、記録層表面に形成されている表面段差（１μm×１
μmのエリアにおける高低差）は、例えば２０nm以下、より好ましくは１０nm以下、更に
好ましくは５nm以下が好ましく、このようにほぼ平坦にすることが好ましい。
【００２０】
　図４は、磁気記録媒体を構成する場合の層構成の一例を示す図である。
【００２１】
　本発明の磁気記録媒体にあっては、表面に凹凸部を有する部材１００と記録層が備わっ
ていれば良く、特にその他の層構成を限定するものではないが、好ましい一例としては図
４に示すように、基体４００から順に、軟磁性層４０１、下地層４０２、記録層４０３、
保護層４０４、潤滑層４０５が少なくとも備わっていることが好ましい。図４には、凹凸
を記載していないが、表面に凹凸部を有する部材１００が下地層４０２に対応する場合な
どが考え得る場合であり、さらには軟磁性層４０１が対応し、下地層が凹凸部の表面に薄
くコートされているような状況にしてもかまわない。
【００２２】
　さらに、本発明の磁気記録媒体において、記録層を形成する磁性材料はグラニュラー構
造を形成することが可能な材料を選択することが好ましい。まず、グラニュラー構造とは
、グラニュラー媒体の記録層を形成している構造を指すものであり、グラニュラー媒体と
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は国際ディスクドライブ協会によるストレージ用語辞典によれば、（１）酸化物などのマ
トリックスの中に磁性粒子が埋め込まれているもの。結晶粒間に酸化物などが存在してい
る。例えば、ＣｏＰｔ－ＳｉＯ２、ＣｏＣｒＰｔＯなど。（２）垂直記録媒体において、
光磁気アモルファス磁性薄膜を連続膜というのに対し、多結晶粒からなる磁性薄膜をグラ
ニュラー膜と呼ぶ。従来のＣｏＣｒ系磁性薄膜。との記載がある。
【００２３】
　従って、本発明の凸部上の記録層１０２部分にあっては、この定義に対応する膜が形成
されてなることを主張し、凹部上の記録層１０３部分に限っては、この定義に対応しない
膜が形成されていてもよいと主張するものである。具体的には、ＣｏＣｒ、ＣｏＣｒＰｔ
、ＣｏＣｒＰｔＢ、ＣｏＣｒＰｔＢ、ＣｏＣｒＰｔＴａ、ＣｏＣｒＰｔ－ＳｉＯ２、Ｃｏ
Ｐｔ－ＳｉＯ２、ＣｏＣｒＰｔＯ、ＣｏＰｔ－ＭｇＯ、ＣｏＰｔ-Ａｌ２Ｏ３、ＦｅＰｔ
－ＳｉＯ２、ＦｅＰｔ－ＭｇＯ、ＦｅＰｔ－Ａｌ２Ｏ３、ＣｏＢ／Ｐｔ系多層膜、ＦｅＢ
／Ｐｔ系多層膜、ＣｏＢ／Ｐｄ系多層膜、ＦｅＢ／Ｐｄ系多層膜を用いることが好ましい
。さらに、これらの膜において以降説明する成膜方法に対応する形で組成比等が選択され
ることが好ましい。
【００２４】
　以下、本発明における記録層の成膜に関して述べることとする。
【００２５】
　まず、本発明の記録層は上記材料を主として選択することが好ましい。ただし、ＡｌＳ
ｉ系のグラニュラー構造からＡｌ部分を除去して磁性材料を充填して同様の構造を形成す
ることも好ましい。
【００２６】
　まず、成膜方法に関しては非平衡状態における成膜方法であることが好ましく、スパッ
タリング法、真空蒸着法、ＥＢ蒸着法、イオンビームスパッタ法などが好ましいが、特に
基体へのバイアスを印加することが本発明において重要となるため成膜方法においてもバ
イアスの印加によりイオン化した粒子が基体へ誘導されることを勘案してスパッタリング
法、イオンビームスパッタ法が好ましい。
【００２７】
　また、成膜する磁性材料など原料の組成に関しては、成膜後得られる凸部上の記録層１
０２部分において実現されるべき組成に対して、スパッタリング率の高い材料の組成比を
高く設定しておくことが重要である。スパッタリング率とは、プロセスガス１個の衝突に
対して何個の原料が弾き飛ばされるかを示すものである。つまり、本発明のように基体へ
バイアスを印加するということは基体においてもイオン化した粒子の衝突による膜の構成
元素の再離脱が生じるわけで、再離脱しやすい元素を多く供給することが必要なため上記
のような原料組成の対応策が必要となるのである。また、本発明の一つの特徴として、表
面に凹凸部を有する部材１００への成膜にもかかわらず、凹凸が軽減もしくは無くなって
平坦になる状況が達成されるのは、このバイアスの効果を有効に利用したからである。
【００２８】
　次に、表面に凹凸部を有する部材に凹凸の配列に関して説明する。
【００２９】
　図５は、凹凸乃至記録トラックの方向を示す模式図である。
【００３０】
　この凹凸は、記録トラックを形成することから記録トラックの方向５０１を示すもので
あり、図５（ａ）に示すように円形の基体を用いる場合には凹凸は中心位置に対して同心
円状ないし螺旋状に形成されていることが好ましい。さらに、記録ヘッドを直線的に駆動
させる場合には、図５（ｂ）に示すように同心円状などに制限せず直線的に凹凸を配置す
ることも好ましい。また、記録ヘッドのトラッキング等のサーボを行うためのパターンを
予め形成しておいてもかまわない。さらに、記録トラックに対応する方向においてもパタ
ーンニングしてもかまわない。これは、いわゆるパターンド媒体に対応可能な凹凸とも言
える。また、使用可能な基体としては、ガラス基板、シリコン基板、ＮｉＰ付きアルミニ
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ウム基板など、その他表面が平坦な基体であれば使用可能である。さらに、凹凸は前述の
ように下地層等に形成するが、この場合は磁性の劣化等の懸念を持たずにプロセスを行う
ことが可能である。
【実施例】
【００３１】
　［参考例］
　本参考例は、本発明の磁気記録媒体の凸部上と凹部上の記録層における相互の構造の違
いに関する。
【００３２】
　２．５ｉｎｃｈガラス基板上にＣｒ下地層を３０ｎｍ成膜し、レジストを塗布して同心
円状に電子線露光を行い、現像とドライエッチングによりＣｒ下地層に図２（ａ）の長方
型のくぼみを形成する。その場合に凸部の幅Ｗｔを１２０ｎｍとし、凹部の幅Ｗｇを３０
ｎｍとし、凹部の深さＤを２０ｎｍとする。続いて、全体のレジストを除去し、凹部を持
ったＣｒ下地層が全面に渡って露出している状況とする。この基板をスパッタ装置に導入
し、Ｃｒ下地層を介して基体へＤＣバイアスを－４０Ｖ印加し、原料としてＣｏＣｒＰｔ
を凸部において膜厚が２０ｎｍとなるようにスパッタ成膜する。成膜後、透過型電子顕微
鏡により基体平面方向と断面方向からの構造の観察を実施した。そうすると、図３（ａ）
，（ｃ）に示すような構造を有しており、凸部上の記録層部分の磁性粒子サイズが１５ｎ
ｍ程度であるのに対して、凹部上の記録層部分の磁性粒子サイズが７ｎｍ程度ということ
が見て取れる。さらに、断面方向からの観察においては、凸部上の記録層においては垂直
方向へシリンダー状の磁性粒子が配置しているのに対して、凹部上の記録層においては垂
直方向から傾いていることが見て取れる。
【００３３】
　このように、凸部上の記録層部分と凹部上の記録層部分において相互に磁性粒子の粒子
径と方向性の違いを確認することができる。
【００３４】
　なお、上記参考例では、ガラス基板を用いているが、それ以外にも例えば平板状の部材
を用いることができる。
【００３５】
　[実施例２]
　本実施例は、本発明の磁気記録媒体の凸部上と凹部上の記録層における相互の構造の違
いに関する。
【００３６】
　実施例１と同様の基板を準備する。この基板をスパッタ装置に導入し、Ｃｒ下地層を介
して基体へＤＣバイアスを－４０Ｖ印加し、原料としてＣｏＣｒＰｔ-ＳｉＯ２をスパッ
タ成膜する。成膜後、透過型電子顕微鏡により基体平面方向と断面方向からの構造の観察
を実施した。そうすると、図３（ｂ），（ｄ）に示すような構造を有しており、凸部上の
記録層部分の磁性粒子サイズが７nm程度であるのに対して、凹部上の記録層部分では磁性
粒子が確認できず、アモルファス構造をとっていることが見て取れる。さらに、断面方向
からの観察においても、凸部上の記録層においては垂直方向へシリンダー状の磁性粒子が
配置しているのに対して、凹部上の記録層においてはやはりアモルファス構造であること
が見て取れる。
【００３７】
　このように、凸部上の記録層部分には磁性粒子が、凹部上の記録層部分にはアモルファ
ス構造が形成されていることを確認することができる。
【００３８】
　[実施例３]
　本実施例は、本発明の磁気記録媒体の凸部上の記録層と凹部上の記録層において相互の
磁気特性の違いに関する。
【００３９】
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　実施例２での凸部におけるＣｏＣｒＰｔ－ＳｉＯ２の組成・構造を解析し、それと実質
的に同等な膜をガラス基板上のＣｒ下地層が配置される膜に準備する。この場合にはＣｒ
下地層には凹凸は形成されていない。さらに、実施例２での凹部におけるＣｏＣｒＰｔ－
ＳｉＯ２の組成・構造を解析した場合においても、同様の膜を準備する。これらをそれぞ
れ３mm角の大きさに切り出してヒステリシス曲線を測定し、各々の飽和磁化に対する残留
磁化の比率である角型比と保磁力の見積りを行う。まず、凸部に対応する膜においては、
角型比が０．９、保磁力も３．６kOeであり、記録トラックをなすには十分な磁気特性で
あることが確認できる。さらに、凹部に対応する膜においては、実施例２で示されるのと
同様にアモルファス構造を有することから、飽和磁化自体が非常に小さく、角型比にして
０．０３、保磁力は８０Oe程度であることが確認できる。
【００４０】
　このことから、凸部上の記録層と凹部上の記録層を形成する膜において互いに磁気特性
が異なることが間接的ではあるが示すことができる。
【００４１】
　さらに、相対的な比較においては、実施例２において作製された磁気記録媒体に対して
ガラス基板とＣｒ下地層間に軟磁性層としてＦｅＴａＣを挿入した場合の媒体を準備し、
記録ヘッドにて記録を行い、磁気力顕微鏡による記録パターンの観察を行うと、凸部に対
応する場所においては、明瞭な磁気記録パターンが、凹部に対応する場所においては、わ
ずかな磁気力を検出しつつも、パターンが観測されることはなく、相対的に磁気特性が異
なることも確認できる。
【００４２】
　[実施例４]
　本実施例は、本発明の磁気記録媒体が記録層成膜後においてほぼ平坦であることに関す
る。
【００４３】
　実施例１と同様の凹凸付きＣｒ下地層からなるガラス基板を準備し、これに基板へのＤ
ＣバイアスなしにてＣｏＣｒＰｔ－ＳｉＯ２の成膜を凸部の膜厚が２０nmになるよう行う
と、凹部において記録層に明瞭な窪みが観察される。しかしながら、同条件にて基板への
ＤＣバイアスのみを－２０Ｖ、－４０Ｖと変化させて印加すると、徐々に上記窪みは減少
し、－４０Ｖの場合には実質的に平坦であることが確認できる。この場合、ＤＣバイアス
の違いにおいて凸部に２０nmの記録層を形成するために必要な成膜時間は、ＤＣバイアス
の印加量の増加にならって増加させる必要がある。
【００４４】
　以上から、基板へのＤＣバイアス印加により記録層を実質的に平坦にすることが可能で
ある。
【００５０】
　[実施例６]
　本実施例は、本発明の磁気記録媒体を用いた磁気記録再生装置に関する。
【００５１】
　図６は、本発明の磁気記録媒体を用いた磁気記録再生装置の概念図である。
【００５２】
　本発明の磁気記録媒体を用いて、図６のような磁気記録媒体６００と磁気記録媒体駆動
部６０１と磁気ヘッド６０２と磁気ヘッド駆動部６０３と信号処理部６０４からなる装置
に組み立てることで、磁気記録再生装置を形成することが可能である。また、本実施例に
より磁気記録媒体６００の駆動は回転のみ、磁気ヘッド６０２の駆動は円周上のスライド
のみに限定されるものではない。
【００５３】
　[実施例７]
　本実施例は、本発明の磁気記録再生装置と用いた情報処理装置に関する。
【００５４】
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　図７は、本発明の磁気記録再生装置を用いた情報処理装置を示す図である。
【００５５】
　上記実施例６に記載の磁気記録再生装置部７０１は、情報の出し入れが可能であるため
、図７に示すように、前記装置とメモリ部分７０３と演算部７０２と外部入出力部７０５
と電源７０４とこれらをつなぐ配線７０６を格納容器７００に収めた情報処理装置を形成
することが可能である。また、配線７０６は有線、無線の関係なく、情報のやり取りが可
能であればその役割を果たすものである。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の構造体を示す模式図
【図２】本発明における凹凸の形状に関する模式図
【図３】本発明の記録層の構造を示す模式図
【図４】磁気記録媒体を構成する場合の層構成の一例を示す図
【図５】凹凸乃至記録トラックの方向を示す模式図
【図６】本発明の磁気記録媒体を用いた磁気記録再生装置の概念図
【図７】本発明の磁気記録再生装置を用いた情報処理装置を示す図
【符号の説明】
【００５７】
　　　　１００…表面に凹凸部を有する部材
　　　　１０１…記録層
　　　　１０２…凸部上の記録層
　　　　１０３…凹部上の記録層
　　　　１０４…凹部の深さ（Ｄ）
　　　　１０５…凹部の幅（Ｗｇ）
　　　　１０６…凸部の幅（Ｗｔ）
　　　　３０１…磁性粒子径
　　　　３０２…グラニュラー構造
　　　　３０３…アモルファス構造
　　　　３０４…表面垂直方向
　　　　４００…基体
　　　　４０１…軟磁性層
　　　　４０２…下地層
　　　　４０３…記録層
　　　　４０４…保護層
　　　　４０５…潤滑層
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